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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月23日(2017.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　識別情報の可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であっ
て、
　リーチ演出を実行するリーチ演出実行手段と、
　遊技者に所定の遊技価値を付与する遊技価値付与手段と、
　識別情報の可変表示が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに仮停止させた後
に可変表示を再度実行する再可変表示を実行可能な再可変表示実行手段とを備え、
　前記リーチ演出は、最終停止識別情報として導出表示される識別情報の候補の画像と所
定演出を示唆する所定演出示唆画像とが表示される特別リーチ演出を含み、
　前記特別リーチ演出が実行された後、最終停止識別情報が導出表示される前に前記所定
演出を実行する所定演出実行手段をさらに備え、
　前記遊技価値付与手段は、前記所定演出実行手段により前記所定演出が実行されてから
前記有利状態に制御されたときと、前記特別リーチ演出が実行された後前記所定演出が実
行されずに前記有利状態に制御されたときとで、異なる遊技価値を付与可能であり、
　前記特別リーチ演出において表示される前記所定演出示唆画像には、再可変表示を示唆
する画像が含まれ、
　前記特別リーチ演出の態様は複数あり、いずれの態様により前記特別リーチ演出が実行
されるかに応じて、前記所定演出が実行される割合が異なる
　ことを特徴とする遊技機。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、識別情報の可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能なパ
チンコ機やスロット機などの遊技機に関する。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　そこで、本発明は、最終停止識別情報として導出表示される識別情報の候補の画像と所
定演出を示唆する所定演出示唆画像とが表示される特別リーチ演出が実行された後、最終
停止識別情報が導出表示される前に所定演出を実行する遊技機において、所定演出を、よ
り遊技者に注目させることができるようにすることを目的とする。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
（Ａ）本発明による遊技機は、識別情報（例えば、特別図柄）の可変表示を行い、遊技者
にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可能な遊技機であって、リー
チ演出を実行するリーチ演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００
において、ステップＳ８３１～Ｓ８３３，Ｓ８４１～Ｓ８４３の処理を実行する部分）と
、遊技者に所定の遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、遊技制御用マイクロコ
ンピュータ５６０において、ステップＳ７３，Ｓ１７１Ａの処理を実行する部分）と、識
別情報の可変表示が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに仮停止させた後に可
変表示を再度実行する再可変表示を実行可能な再可変表示実行手段とを備え、リーチ演出
は、最終停止識別情報として導出表示される識別情報の候補の画像（例えば、左右の停止
図柄と同じ図柄と、左右の停止図柄よりも数字が１つ多い図柄：図４０（Ｃ）参照）と所
定演出を示唆する所定演出示唆画像（例えば、キャラクタ図柄９ｂ，９ｃ：図４０（Ｃ）
参照）とが表示される特別リーチ演出を含み（例えば、図４０（Ｃ）に示す演出）、特別
リーチ演出が実行された後、最終停止識別情報が導出表示される前に所定演出を実行する
所定演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００において、ステップ
Ｓ８２５の処理の結果にもとづいてステップＳ８３１～Ｓ８３３，Ｓ８４１～Ｓ８４３の
処理を実行する部分）をさらに備え、遊技価値付与手段は、所定演出実行手段により所定
演出が実行されてから有利状態に制御されたときと、特別リーチ演出が実行された後所定
演出が実行されずに有利状態に制御されたときとで、異なる遊技価値を付与可能であり（
例えば、図４４，図４５に示すように、通常大当りの場合と確変大当りの場合とで所定演
出の実行割合を変えることによって実現される）、特別リーチ演出において表示される所
定演出示唆画像には、再可変表示を示唆する画像が含まれ、特別リーチ演出の態様は複数
あり、いずれの態様により特別リーチ演出が実行されるかに応じて、所定演出が実行され
る割合が異なることを特徴とする。
　そのような構成によれば、所定演出に対して、より遊技者を注目させることができる。
（１）本発明による他の遊技機は、各々を識別可能な複数種類の識別情報（例えば、特別
図柄）の可変表示を行う可変表示装置（例えば、特別図柄表示器８ａ，８ｂ）に特定表示
結果（例えば、大当り図柄）が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態
（例えば、大当り遊技状態）に制御する遊技機であって、識別情報の表示態様がリーチ態
様になった後にリーチ演出を実行するリーチ演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロ
コンピュータ１００において、ステップＳ８３１～Ｓ８３３，Ｓ８４１～Ｓ８４３の処理
を実行する部分）と、遊技者に所定の遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、遊
技制御用マイクロコンピュータ５６０において、ステップＳ７３，Ｓ１７１Ａの処理を実
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行する部分）とを備え、リーチ演出は、最終停止識別情報として導出表示される識別情報
の候補の画像（例えば、左右の停止図柄と同じ図柄と、左右の停止図柄よりも数字が１つ
多い図柄：図４０（Ｃ）参照）と所定演出を示唆する所定演出示唆画像（例えば、キャラ
クタ図柄９ｂ，９ｃ：図４０（Ｃ）参照）とが可変表示装置に表示される特別リーチ演出
を含み（例えば、図４０（Ｃ）に示す演出）、特別リーチ演出が実行された後、最終停止
識別情報が導出表示される前に所定演出を実行する所定演出実行手段（例えば、演出制御
用マイクロコンピュータ１００において、ステップＳ８２５の処理の結果にもとづいてス
テップＳ８３１～Ｓ８３３，Ｓ８４１～Ｓ８４３の処理を実行する部分）をさらに備え、
遊技価値付与手段は、所定演出実行手段により所定演出が実行されてから特定遊技状態に
制御されたときと、特別リーチ演出が実行された後所定演出が実行されずに特定遊技状態
に制御されたときとで、異なる遊技価値を付与する（例えば、図４４，図４５に示すよう
に、通常大当りの場合と確変大当りの場合とで所定演出の実行割合を変えることによって
実現される）ことを特徴とする。
　そのような構成によれば、所定演出に対して、より遊技者を注目させることができる。
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